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(57)【要約】
【課題】環境光、表示デバイスの表示輝度、及び観察距
離に応じて最適化されたコントラストによって表示画像
を表示することができ、表示画像の視認性を向上させる
ことができる表示装置を提供する。
【解決手段】入力画像に応じて像様に発光する像様発光
ユニット、及び像様に発光した入力画像を反射、又は透
過して表示画像として表示する表示面を備え、かつ背面
環境光を透過し、又は環境光を反射する表示面部材を備
える表示デバイスと、観察者の観察距離を検出する観察
距離検出部と、表示デバイスの表示輝度を取得する表示
輝度取得部と、環境光を検出する環境光検出部と、表示
輝度、観察距離、及び環境光において視認される表示画
像の表示空間周波数特性が、目標空間周波数特性となる
ように、表示輝度、観察距離、及び環境光に基づいて像
様発光ユニットに入力される入力画像の入力空間周波数
特性を調整する画像処理を行う画像処理ユニットと、を
有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像を表示画像として表示するために像様に発光する像様発光ユニット、及び
　該像様発光ユニットに対応して設けられ、前記像様発光ユニットによって像様に発光さ
れた前記入力画像を反射、又は透過して前記表示画像として表示する表示面を持ち、かつ
背面側から入射する背面環境光を透過、又は正面側から入射する環境光を反射する表示面
部材を備える表示デバイスと、
　該表示デバイスの前記表示面部材の前記表示面に表示された前記表示画像を観察する観
察者の観察距離を検出する観察距離検出部と、
　前記観察者が観察する前記表示デバイスの表示輝度を取得する表示輝度取得部と、
　前記表示面に表示された前記表示画像を観察する正面側の環境の前記環境光を検出する
環境光検出部と、
　前記表示輝度取得部によって取得された前記表示輝度、前記観察距離検出部によって検
出された前記観察距離、及び前記環境光検出部によって検出された前記環境光において視
認される前記表示画像の表示空間周波数特性が、目標とする目標空間周波数特性となるよ
うに、前記表示輝度、前記観察距離、及び前記環境光に基づいて前記像様発光ユニットに
入力される前記入力画像の入力空間周波数特性を調整する画像処理を行う画像処理ユニッ
トと、を有することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記像様発光ユニットは、前記表示デバイスの前記表示面部材の前記表示面に前記入力
画像を像様に発光させて投影する投影ユニットであり、
　前記表示面部材は、前記投影ユニットに対応して設けられ、前記投影ユニットによって
投影された前記入力画像の投影光を反射させて前記表示面に前記表示画像として表示し、
かつ、背面側から入射する前記背面環境光を透過するものであり、
　前記表示デバイスは、反射型表示デバイスであり、
　前記表示輝度取得部は、前記表示面部材の背面側から入射する前記背面環境光を検出す
る背面環境光検出部と、前記投影ユニットによる前記入力画像の投影光の、前記表示面に
おける反射輝度を取得する反射輝度取得部とを備え、前記背面環境光検出部によって検出
された前記背面環境光の透過輝度と、前記入力画像の投影光の前記反射輝度とを用いて前
記表示面に表示された前記表示画像の前記表示輝度を求めるものである請求項１に記載の
表示装置。
【請求項３】
　前記表示面部材は、ハーフミラー、又は波長選択フィルムであり、
　前記投影ユニットは、液晶ディスプレイ、反射型液晶パネル、及びホログラフィック光
学素子の少なくとも１つであり、
　前記表示装置は、ヘッドアップディスプレイ、及びオーグメンテッド・リアリティデバ
イスの１つである請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記像様発光ユニットは、前記表示デバイスの前記表示面部材の前記表示面に前記入力
画像を前記表示画像として透過表示するために像様に発光する表示ユニットであり、
　前記表示面部材は、前記表示ユニットに設けられ、背面側から入射する前記表示ユニッ
トの像様発光を透過して前記表示面に前記表示画像を表示し、かつ正面側から入射する前
記環境光を反射するものであり、
　前記表示デバイスは、透過型表示デバイスであり、
　前記表示輝度取得部は、前記表示ユニットによる前記入力画像の像様発光の、前記表示
面における透過輝度を前記表示輝度として取得するものである請求項１に記載の表示装置
。
【請求項５】
　前記表示面部材は、ハーフミラー、又は波長選択フィルムであり、
　前記表示ユニットは、液晶ディスプレイ、反射型液晶パネル、及びホログラフィック光
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学素子の少なくとも１つであり、
　前記表示装置は、画像表示機能付きミラー、及びモニター内臓ミラーの１つである請求
項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記表示面部材は、
　前記像様発光ユニットの側から、１／４波長板、及び円偏光反射層をこの順で含み、
　前記円偏光反射層は、選択反射帯域の中心波長が可視光領域に位置するコレステリック
液晶層を含み、
　前記１／４波長板および前記円偏光反射層の少なくとも一方が、円盤状液晶化合物を含
む液晶組成物から形成された層を含むハーフミラーである請求項１～５のいずれか１項に
記載の表示装置。
【請求項７】
　前記目標空間周波数特性は、前記入力空間周波数特性である請求項１～６のいずれか１
項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記目標空間周波数特性は、前記入力画像の初期スペクトルに対して、予め設定、又は
調整された空間周波数特性である請求項１～６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記画像処理ユニットは、前記表示画像の表示空間周波数特性と前記目標空間周波数特
性との差が最小となるように、前記入力画像の画像データを画像処理して前記表示画像の
画像データを出力する請求項１～８のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記画像処理ユニットは、視認される前記表示画像のコントラストを、前記目標空間周
波数特性を持つ画像のコントラストからの変化が最小となるように最適化する請求項９に
記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記表示画像の表示空間周波数特性は、前記入力画像の入力空間周波数特性に対して前
記画像処理を施した後、前記表示輝度、前記観察距離、及び前記環境光に基づいて定まる
視覚感度関数を畳み込み演算して得られたものであり、
　前記画像処理ユニットは、前記画像処理として、前記入力画像の空間周波数特性に対し
て、前記視覚感度関数の逆関数を畳み込み演算し、前記目標空間周波数特性と前記入力空
間周波数特性との変化の補正演算を行う請求項１～１０のいずれか１項に記載の表示装置
。
【請求項１２】
　前記画像処理ユニットは、
　前記目標空間周波数特性を格納するメモリと、
　前記表示輝度、前記観察距離、及び前記環境光に基づいて、視覚感度関数を算出する算
出部と、
　前記メモリに格納された前記目標空間周波数特性と、前記入力画像の前記入力空間周波
数特性とを比較して、その変化率を求める目標比較部と、
　前記入力画像の前記入力空間周波数特性に対して前記算出部で算出された前記視覚感度
関数の逆関数を畳み込み演算し、かつ前記目標比較部で比較された前記目標空間周波数特
性と前記入力空間周波数特性との比較結果に基づく前記変化率を積算して前記表示画像の
前記表示空間周波数特性を求め、前記表示空間周波数特性が前記目標空間周波数特性とな
るように、前記入力画像の画像データに対して前記画像処理を行う画像処理部と、を有す
る請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記メモリは、更に、前記目標空間周波数特性に対応する目標となる目標視覚感度関数
又は該目標視覚感度関数で表される目標視感度曲線を格納するものであり、
　前記画像処理部は、予め設定された時間間隔で、又は前記算出部で算出された前記視覚
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感度関数を示す視感度曲線のピーク感度が前記目標視感度曲線のピーク感度から一定割合
シフトした時に、前記入力画像の画像データに対して前記画像処理を行う請求項１２に記
載の表示装置。
【請求項１４】
　前記表示輝度取得部、前記観察距離検出部、及び前記環境光検出部は、予め設定された
時間間隔で、それぞれ前記表示輝度、前記観察距離、及び前記環境光を検出して、それぞ
れ検出された前記表示輝度、前記観察距離、及び前記環境光を前記算出部に出力し、
　前記算出部は、前記表示輝度取得部、前記観察距離検出部、及び前記環境光検出部から
それぞれ出力された前記表示輝度、前記観察距離、及び前記環境光に基づいて、前記時間
間隔で、前記視覚感度関数を算出し、
　前記画像処理部は、前記時間間隔で、算出された前記視覚感度関数の逆関数を畳み込み
演算し、前記変化率を積算して前記表示画像の前記表示空間周波数特性を求め、前記表示
画像が、求められた前記表示空間周波数特性を持つように前記画像処理を行う請求項１２
に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記メモリは、更に、前記目標空間周波数特性に対応する目標となる目標視覚感度関数
又は該目標視覚感度関数で表される目標視感度曲線を格納するものであり、
　前記表示輝度取得部、前記観察距離検出部、及び前記環境光検出部は、予め設定された
第２の時間間隔で、それぞれ前記表示輝度、前記観察距離、及び前記環境光を検出して、
それぞれ検出された前記表示輝度、前記観察距離、及び前記環境光を前記算出部に出力し
、
　前記算出部は、前記表示輝度取得出部、前記観察距離検出部、及び前記環境光検出部か
らそれぞれ出力された前記表示輝度、前記観察距離、及び前記環境光に基づいて、前記第
２の時間間隔で、前記視覚感度関数を算出し、
　前記画像処理部は、前記第２の時間間隔で前記算出部から出力された前記視覚感度関数
を示す視感度曲線のピーク感度が前記目標視感度曲線のピーク感度から一定割合シフトし
た時に、前記入力画像の画像データに対して前記画像処理を行う請求項１２に記載の表示
装置。
【請求項１６】
　前記視覚感度関数は、下記式（１）で与えられる視感度関数Ｓ（ｕ）と下記式（２）で
与えられる補正係数ｆとの積ｆ×Ｓ（ｕ）を用いて算出される請求項１１～１５のいずれ
か１項に記載の表示装置。
【数１】

　ここで、ｕは、空間周波数（ｃｙｃｌｅ／ｄｅｇ）であり、Ｌは、前記表示輝度（ｃｄ
／ｍｍ２）であり、Ｌｓは、前記環境光の輝度（ｃｄ／ｍｍ２）であり、Ｘ０は、前記観
察距離における前記表示ユニットの表示面の視野角（ｄｅｇ）である。
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【請求項１７】
　前記表示画像処理ユニットは、更に、予め、前記目標空間周波数特性として前記メモリ
に格納しておくために、前記表示輝度、前記観察距離、及び前記環境光に応じて、前記表
示ユニットによって前記表示面部材の前記表示面に表示された前記表示画像を観察しなが
ら観察者によって観察される前記表示画像の輝度を予め調整して前記目標空間周波数特性
を定める特性調整部、予め前記観察者が前記目標空間周波数特性を設定する特性設定部、
及び予め前記観察者が設定した前記目標空間周波数特性を入力する特性入力部の少なくと
も１つを有する請求項１～１６のいずれか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に係り、詳しくは、観察環境の光学系（環境光、観察距離、表示輝
度、もしくは背景環境光及び反射画像の輝度、又は透過画像の輝度）を最適化することに
より、最適なコントラスト条件で表示し、視認性を向上させることができる透過型表示装
置等の表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車輌のルームミラー、及びサイドミラー等にカメラによる撮影画像、及び視覚情
報等を表示する画像表示機能付きミラー又はモニター内臓ミラー、及びフロントガラス、
ダッシュボードのメータ部、又はカーナビゲーション表示装置等に視覚情報を投影表示す
る車輌用情報表示装置又はヘッドアップディスプレイ等の透過型表示装置が提案され、一
部実用化されている。この透過型表示装置の技術は、自動車の技術分野のみならず、飛行
機、軍事、医療、及びコンピュータゲーム等への応用も、提案されている。
　このような透過型表示装置では、表示画像や表示視覚情報が背景や環境の明るさ又は輝
度に影響を受けてその視認性が劣化し、又は風景画像に重畳された表示画像や表示視覚情
報が風景画像の変化によって影響を受けてその視認性が劣化するため、背景や環境の明る
さ又は輝度を測定又は推定し、その背景、環境の明るさ又は輝度に応じて表示画像又は表
示視覚情報の表示輝度を制御することが提案されている。また、透過型表示装置では、さ
らなる視認性の向上のために、背景又は環境の明るさ又は輝度のみならず、その細かさに
応じて表示画像又は表示視覚情報の表示輝度を制御することも提案されている（例えば、
特許文献１参照）。
【０００３】
　ここで、特許文献１には、前方風景の複数点の輝度を推定し背景輝度分布を推定する背
景輝度推定手段と、前方風景の複数領域の空間周波数を推定し背景空間周波数分布を推定
する背景空間周波数推定手段と、背景輝度分布の推定値及び背景空間周波数分布の推定値
に基づいて表示輝度を制御する制御手段と、を備えた車両用表示装置が開示されている。
この車両用表示装置は、上記構成により、表示を重ねる位置の背景の明るさ（輝度）に加
え、背景の細かさ（空間周波数）にも応じた表示輝度を制御することができるとしている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１７４６６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１に開示の車両用表示装置では、背景の明るさ、又は輝度のみなら
ず、背景の細かさ、又は空間周波数に応じて表示輝度を制御して、視認性を向上させてい
る。このように、車両用表示装置のような透過型表示装置の場合、視認性向上の観点では
、「背景の細かさに応じた表示輝度制御」は手段の１つである。しかしながら、特許文献
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１に開示の車両用表示装置のように、フロントガラスに表示光を直接投影して、フロント
ガラスを透過した前方の風景画像に投影画像、及び／又は投影視覚情報を重畳表示するの
で、背景画像となる前方の風景画像の明るさ又は輝度、及び／又は観察環境光の明るさ又
は輝度によっては、背景の明るさ又は輝度に加え、背景の細かさ又は空間周波数に応じて
車両用表示装置の表示輝度を制御しても、投影画像、及び／又は投影視覚情報が見づらく
、視認性が悪いという問題があった。特に、フロントガラスを透過する透過光の明るさ又
は輝度が高いと、車両用表示装置自体の発光強度には限界があるため、特許文献１に開示
の車両用表示装置のように、その表示輝度を制御しても、投影画像、及び／又は投影視覚
情報が見づらく、視認性が悪いという問題があった。
【０００６】
　一方、モニター内臓ミラー等の画像表示機能付きミラーと呼ばれる従来の車両用表示装
置の場合には、表示面部材として用いられる従来のハーフミラーの透過率が低いため、車
両用表示装置自体の発光強度によっては、表示装置の表示面における表示輝度が低下し、
制御できる表示輝度の範囲が狭くなり、その結果、表示画像、及び／又は表示視覚情報の
コントラストが落ちることになるため、見づらくなり、視認性が十分でないという問題が
あった。
　特に、車両用表示装置の場合、背景明るさ及び細かさの変化が早く、かつ大きい上に、
観察時間も短いため、コントラストが劣化していると、表示画像、及び／又は表示視覚情
報の識別を短時間にできないという問題があった。
【０００７】
　また、従来の車両用表示装置のような透過型表示装置では、背景画像の明るさ又は輝度
及びその空間周波数は考慮されているものの、観察者の観察距離による視認性の変化が考
慮されていないため、投影又は表示画像、及び／又は投影又は表示視覚情報の視認性が観
察者にとって適正なものとなっていないという問題があった。
　このため、この車両用表示装置のような透過型表示装置では、視認性の更なる向上が求
められていた。
　また、視認性の更なる向上には、表示輝度を上げ、制御できる表示輝度の範囲を広くす
ることも必要になるが、ルームミラーとして用いられている車両用表示装置の表示面部材
がハーフミラーである場合には、ハーフミラーとして用いられる従来の表示面部材の透過
率には限度があり、高い透過率の表示面部材が求められていた。
【０００８】
　本発明は、上記従来技術の問題点を解消し、投影反射又は透過表示画像及び／又は投影
反射又は透過表示視覚情報等の表示コンテンツと風景画像等の背景画像とを重畳表示する
車輌用情報表示装置又はヘッドアップディスプレイ等において、背景画像及び環境光の明
るさ又は輝度、並びに観察者の観察距離に係らず、又は、画像及び／又は視覚情報の表示
とミラー表示とを切り替える画像表示機能付きミラー又はモニター内臓ミラー等において
、表示装置の発光強度又は表示輝度、環境光の明るさ又は輝度の変化、及び観察者の観察
距離に係らず、表示コンテンツの空間周波数特性を、入力画像、及び／又は入力視覚情報
等の入力コンテンツの空間周波数特性又は観察者に好ましい空間周波数特性とすることが
でき、表示画像、及び表示コンテンツのコントラストの劣化を防止することができ、表示
画像、及び表示コンテンツの視認性を向上させることができる表示装置を提供することを
目的とする。
　即ち、本発明は、上記目的の如く、環境光、表示デバイスの表示輝度（背景画像及び反
射画像、又は透過画像の明るさ又は輝度）、及び観察距離に応じて最適化されたコントラ
ストによって表示コンテンツを表示することができ、表示コンテンツの視認性を向上させ
ることができる表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の表示装置は、入力画像を表示画像として表示する
ために像様に発光する像様発光ユニット、及び像様発光ユニットに対応して設けられ、像
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様発光ユニットによって像様に発光された入力画像を反射、又は透過して表示画像として
表示する表示面を持ち、かつ背面側から入射する背面環境光を透過、又は正面側から入射
する環境光を反射する表示面部材を備える表示デバイスと、表示デバイスの表示面部材の
表示面に表示された表示画像を観察する観察者の観察距離を検出する観察距離検出部と、
観察者が観察する表示デバイスの表示輝度を取得する表示輝度取得部と、表示面に表示さ
れた表示画像を観察する正面側の環境の環境光を検出する環境光検出部と、表示輝度取得
部によって取得された表示輝度、観察距離検出部によって検出された観察距離、及び環境
光検出部によって検出された環境光において視認される表示画像の表示空間周波数特性が
、目標とする目標空間周波数特性となるように、表示輝度、観察距離、及び環境光に基づ
いて像様発光ユニットに入力される入力画像の入力空間周波数特性を調整する画像処理を
行う画像処理ユニットと、を有することを特徴とする。
【００１０】
　ここで、像様発光ユニットは、表示デバイスの表示面部材の表示面に入力画像を像様に
発光させて投影する投影ユニットであり、表示面部材は、投影ユニットに対応して設けら
れ、投影ユニットによって投影された入力画像の投影光を反射させて表示面に表示画像と
して表示し、かつ、背面側から入射する背面環境光を透過するものであり、表示デバイス
は、反射型表示デバイスであり、表示輝度取得部は、表示面部材の背面側から入射する背
面環境光を検出する背面環境光検出部と、投影ユニットによる入力画像の投影光の、表示
面における反射輝度を取得する反射輝度取得部と、を備え、背面環境光検出部によって検
出された背面環境光の透過輝度と、入力画像の投影光の反射輝度とを用いて表示面に表示
された表示画像の表示輝度を求めるものであることが好ましい。
　また、表示面部材は、ハーフミラー、又は波長選択フィルムであり、投影ユニットは、
液晶ディスプレイ、反射型液晶パネル、及びホログラフィック光学素子の少なくとも１つ
であり、表示装置は、ヘッドアップディスプレイ、及びオーグメンテッド・リアリティデ
バイスの１つであることが好ましい。
【００１１】
　また、像様発光ユニットは、表示デバイスの表示面部材の表示面に入力画像を表示画像
として透過表示するために像様に発光する表示ユニットであり、表示面部材は、表示ユニ
ットに設けられ、背面側から入射する表示ユニットの像様発光を透過して表示面に表示画
像を表示し、かつ正面側から入射する環境光を反射するものであり、表示デバイスは、透
過型表示デバイスであり、表示輝度取得部は、表示ユニットによる入力画像の像様発光の
、表示面における透過輝度を表示輝度として取得するものであることが好ましい。
　ここで、表示面部材は、ハーフミラー、又は波長選択フィルムであり、表示ユニットは
、液晶ディスプレイ、反射型液晶パネル、及びホログラフィック光学素子の少なくとも１
つであり、表示装置は、画像表示機能付きミラー、及びモニター内臓ミラーの１つである
ことが好ましい。
【００１２】
　また、上記表示装置において、表示面部材は、像様発光ユニット（投影ユニット、又は
表示ユニット）の側から、１／４波長板、及び円偏光反射層をこの順で含み、円偏光反射
層は、選択反射帯域の中心波長が可視光領域に位置するコレステリック液晶層を含み、１
／４波長板および円偏光反射層の少なくとも一方が、円盤状液晶化合物を含む液晶組成物
から形成された層を含むハーフミラーであることが好ましい。
　また、目標空間周波数特性は、入力空間周波数特性であることが好ましく、又は、目標
空間周波数特性は、入力画像の初期スペクトルに対して、予め設定、又は調整された空間
周波数特性であることが好ましい。
　また、画像処理ユニットは、表示画像の表示空間周波数特性と目標空間周波数特性との
差が最小となるように、入力画像の画像データを画像処理して表示画像の画像データを出
力することが好ましい。
　また、画像処理ユニットは、視認される表示画像のコントラストを、目標空間周波数特
性を持つ画像のコントラストからの変化が最小となるように最適化することが好ましい。
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【００１３】
　また、表示画像の表示空間周波数特性は、入力画像の入力空間周波数特性に対して画像
処理を施した後、表示輝度、観察距離、及び環境光に基づいて定まる視覚感度関数を畳み
込み演算して得られたものであり、画像処理ユニットは、画像処理として、入力画像の空
間周波数特性に対して、視覚感度関数の逆関数を畳み込み演算し、目標空間周波数特性と
入力空間周波数特性との変化の補正演算を行うことが好ましい。
　また、画像処理ユニットは、目標空間周波数特性を格納するメモリと、表示輝度、観察
距離、及び環境光に基づいて、視覚感度関数を算出する算出部と、メモリに格納された目
標空間周波数特性と、入力画像の入力空間周波数特性とを比較して、その変化率を求める
目標比較部と、入力画像の入力空間周波数特性に対して算出部で算出された視覚感度関数
の逆関数を畳み込み演算し、かつ目標比較部で比較された目標空間周波数特性と入力空間
周波数特性との比較結果に基づく変化率を積算して表示画像の表示空間周波数特性を求め
、表示空間周波数特性が目標空間周波数特性となるように、入力画像の画像データに対し
て画像処理を行う画像処理部と、を有することが好ましい。
【００１４】
　また、メモリは、更に、目標空間周波数特性に対応する目標となる目標視覚感度関数又
は目標視覚感度関数で表される目標視感度曲線を格納するものであり、画像処理部は、予
め設定された時間間隔で、又は算出部で算出された視覚感度関数を示す視感度曲線のピー
ク感度が目標視感度曲線のピーク感度から一定割合シフトした時に、入力画像の画像デー
タに対して画像処理を行うことが好ましい。
　また、表示輝度取得部、観察距離検出部、及び環境光検出部は、予め設定された時間間
隔で、それぞれ表示輝度、観察距離、及び環境光を検出して、それぞれ検出された表示輝
度、観察距離、及び環境光を算出部に出力し、算出部は、表示輝度取得部、観察距離検出
部、及び環境光検出部からそれぞれ出力された表示輝度、観察距離、及び環境光に基づい
て、時間間隔で、視覚感度関数を算出し、画像処理部は、時間間隔で、算出された視覚感
度関数の逆関数を畳み込み演算し、変化率を積算して表示画像の表示空間周波数特性を求
め、表示画像が、求められた表示空間周波数特性を持つように画像処理を行うことが好ま
しい。
【００１５】
　また、メモリは、更に、目標空間周波数特性に対応する目標となる目標視覚感度関数又
は目標視覚感度関数で表される目標視感度曲線を格納するものであり、表示輝度取得部、
観察距離検出部、及び環境光検出部は、予め設定された第２の時間間隔で、それぞれ表示
輝度、観察距離、及び環境光を検出して、それぞれ検出された表示輝度、観察距離、及び
環境光を算出部に出力し、算出部は、表示輝度取得部、観察距離検出部、及び環境光検出
部からそれぞれ出力された表示輝度、観察距離、及び環境光に基づいて、第２の時間間隔
で、視覚感度関数を算出し、画像処理部は、第２の時間間隔で算出部から出力された視覚
感度関数を示す視感度曲線のピーク感度が目標視感度曲線のピーク感度から一定割合シフ
トした時に、入力画像の画像データに対して画像処理を行うことが好ましい。
【００１６】
　また、視覚感度関数は、下記式（１）で与えられる視感度関数Ｓ（ｕ）と下記式（２）
で与えられる補正係数ｆとの積ｆ×Ｓ（ｕ）を用いて算出されることが好ましい。
【数１】
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　ここで、ｕは、空間周波数（ｃｙｃｌｅ／ｄｅｇ）であり、Ｌは、表示輝度（ｃｄ／ｍ
２）であり、Ｌｓは、環境光の輝度（ｃｄ／ｍ２）であり、Ｘ０は、観察距離における表
示ユニットの表示面の視野角（ｄｅｇ）である。
【００１７】
　また、表示画像処理ユニットは、さらに、予め、目標空間周波数特性としてメモリに格
納しておくために、表示輝度、観察距離、及び環境光に応じて、表示ユニットによって表
示面部材の表示面に表示された表示画像を観察しながら観察者によって観察される表示画
像の輝度を予め調整して目標空間周波数特性を定める特性調整部、予め観察者が目標空間
周波数特性を設定する特性設定部、及び予め観察者が設定した目標空間周波数特性を入力
する特性入力部の少なくとも１つを有することが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように、本発明によれば、投影反射又は透過表示画像及び／又は投影反射
又は透過表示視覚情報等の表示コンテンツと風景画像等の背景画像とを重畳表示する車輌
用情報表示装置又はヘッドアップディスプレイ等において、背景画像及び環境光の明るさ
又は輝度、並びに観察者の観察距離に係らず、又は、画像及び／又は視覚情報の表示とミ
ラー表示とを切り替える画像表示機能付きミラー又はモニター内臓ミラー等において、表
示装置の発光強度、環境光の明るさ又は輝度の変化、及び観察者の観察距離に係らず、表
示コンテンツの空間周波数特性を、入力画像、及び／又は入力視覚情報等の入力コンテン
ツの空間周波数特性又は観察者に好ましい空間周波数特性とすることができ、表示コンテ
ンツのコントラストの劣化を防止することができ、表示コンテンツの視認性を向上させる
ことができる。
　即ち、本発明によれば、環境光、背景画像の明るさ又は輝度もしくは表示デバイスの発
光強度、及び観察距離に応じて最適化されたコントラストによって表示コンテンツを表示
することができ、表示コンテンツの視認性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る透過型表示装置の一例を模式的に示す構成図であ
る。
【図２】図１に示す透過型表示装置の画像処理ユニットの構成の一例を模式的に示すブロ
ック図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る透過型表示装置の一例を模式的に示す構成図であ
る。
【図４】図２に示す透過型表示装置の画像処理ユニットの構成の一例を模式的に示すブロ
ック図である。
【図５】図２及び図３に示す画像処理ユニットの画像処理部で行われる入力画像の空間周
波数特性から目標空間周波数特性に変換処理を説明する説明図である。
【図６】（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ図５に示す空間周波数特性（ａ）を持つ入力画像
及び図５に示す目標空間周波数特性（ｅ）を持つ表示画像の図面代用写真である。
【図７】観察環境の光学系によって入力画像の空間周波数特性から表示画像の空間周波数
特性への劣化を説明する説明図である。
【図８】（Ａ）及び（Ｂ）は、それぞれ図７に示す空間周波数特性（ａ）を持つ入力画像
及び図７に示す劣化した空間周波数特性（ｃ）を持つぼけた表示画像の図面代用写真であ
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る。
【図９】（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、それぞれ本発明において用いられる目標空間周波
数特性を示すグラフである。
【図１０】（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、それぞれ本発明の車輛用表示装置における乗車
時の視感度関数のグラフ、（Ａ）に示す視感度関数からドライバの調整による目標視感度
関数への変化を説明するグラフ、及び（Ｂ）において調整された目標視感度関数のグラフ
である。
【図１１】本発明の実施例の表示輝度と視覚感度との関係を示すグラフである。
【図１２】本発明の２つの表示輝度における環境光に依存したコントラスト変化と視感度
の関係を示すグラフである。
【図１３】（Ａ）及び（Ｂ）、並びに（Ｃ）及び（Ｄ）は、空間周波数が１ｃｙｃｌｅ／
ｍｍの場合における、図１２に示す高輝度、並びに低輝度における矩形波入力時のコント
ラスト変化を示す説明図及びグラフである。
【図１４】（Ａ）及び（Ｂ）、並びに（Ｃ）及び（Ｄ）は、空間周波数が２ｃｙｃｌｅ／
ｍｍの場合における、図１２に示す高輝度、並びに低輝度における矩形波入力時のコント
ラスト変化を示す説明図及びグラフである。
【図１５】（Ａ）及び（Ｂ）、並びに（Ｃ）及び（Ｄ）は、空間周波数が５ｃｙｃｌｅ／
ｍｍの場合における、図１２に示す高輝度、並びに低輝度における矩形波入力時のコント
ラスト変化を示す説明図及びグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、本発明に係る表示装置を添付の図面に示す好適な実施形態を参照して詳細に説
明する。
　本発明は、観察者、例えば車輌のドライバ、航空機のパイロット、医療従事者、及びコ
ンピュータゲームのゲームプレイヤにとって表示画像、及び／又は表示コンテンツが最適
、即ち高コントラストになるように、観察者の環境（光学観察環境）を取得し、画像、及
び／又はコンテンツの最適化、例えば表示輝度等の表示状態の最適化を行うことができる
表示装置、即ち透過型表示装置である。ここで、環境とは、観察距離、環境光（明るさ又
は輝度）、及び表示デバイスの表示光（明るさ又は輝度）、例えば背景環境光（明るさ又
は輝度）もしくはディスプレイの発光(明るさ又は輝度)を指している。
【００２１】
　本発明の表示装置においては、観察者が、表示面部材の表示面に表示された表示画像、
及び／又は表示コンテンツを観察する際に、表示デバイスの表示輝度（背景環境光の輝度
及び投影光の反射輝度、又は透過光の透過輝度）、環境光、観察距離に依存して視覚感度
が変化する。特に、車載用途を想定した場合、環境光、表示輝度が常に変化するため、所
定のタイミングで最適化を行い、視認性を確保する必要がある。このため、観察環境の光
学系(環境光、観察距離、表示輝度)の最適化が必要である。
　本発明においては、このような最適化することにより、最適なコントラスト条件で表示
し、視認性を向上させているのである。
　本発明のアプリケーションとしては、例えば、スマートミラー等の車輌用表示装置、ヘ
ッドアップディスプレイ（ＨＵＤ：Head-Up Display）、ヘッドマウント（頭部装着）デ
ィスプレイ（ＨＭＤ：Head Mounted Display）等のオーグメンテッド・リアリティデバイ
ス（ＡＲ：Augmented Reality Device：(拡張現実）等の分野に適用することができ、こ
のような分野の透過型表示装置として用いることができる。
【００２２】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る透過型表示装置の一例を模式的に示す構成図で
ある。図２は、図１に示す透過型表示装置の内部構成の一例を模式的に示すブロック図で
ある。図３は、本発明の第２の実施形態に係る透過型表示装置の一例を模式的に示す構成
図である。図４は、図３に示す透過型表示装置の内部構成の一例を模式的に示すブロック
図である。
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　図１に示す第１の実施形態に係る透過型表示装置１０と、図３に示す第２の実施形態に
係る透過型表示装置１１とは、表示画像が投影（反射）画像であるか、透過画像であるか
で異なり、表示輝度として、背面環境光の輝度及び反射輝度を取得するか、透過輝度を取
得するかで異なる以外は、同様の構成を有するので、始めに、図１に示す第１の実施形態
に係る透過型表示装置１０について説明し、図３に示す第２の実施形態に係る透過型表示
装置１１については、後に、主に、相違点について説明する。
【００２３】
　図１及び図２に示すように、本実施形態の透過型表示装置１０は、投影ユニット１２と
、表示面１４ａを備える表示面部材１４と、背面環境光取得センサ１６、及び反射輝度取
得部１７を備える表示輝度取得部１５と、観察距離取得センサ１８と、環境光取得センサ
２０と、画像処理ユニット２２と、入力ユニット２４とを有する。ここで、投影ユニット
１２と、表示面部材１４とは、本発明の表示デバイス１３を構成する。表示デバイス１３
は、観察者２６が観察する表示画像を反射表示する反射型表示デバイスである。
　本実施形態の透過型表示装置１０としては、スマートミラー等の車輌用表示装置、ヘッ
ドアップディスプレイ（ＨＵＤ）等のオーグメンテッド・リアリティ（ＡＲ）デバイス等
、及びこれらをカーナビゲーションなどのナビゲーションの表示装置として用いる車輌用
表示装置等を挙げることができる。
【００２４】
　投影ユニット１２は、本発明の表示デバイス１３を構成する構成要素の１つであって、
表示面部材１４の表示面１４ａに対応する位置、例えば、車輌用表示装置等の場合には、
車輛内の表示面１４ａの対応位置に配置され、入力画像を表示画像として表示するために
像様に発光する像様発光ユニットである。
　投影ユニット１２は、表示面部材１４から離れた位置に対応して配置され、表示面部材
１４の表示面１４ａに入力画像を投影する、具体的には入力画像を表示画像として表示す
るために像様に発光した入力画像の投影光を表示面１４ａに照射して反射させて表示画像
として表示するための投影デバイスである。投影デバイスとしては、入力画像を投影する
ことができれば、どのようなものでも良く、ブラウン管でも良いが、小型ディスプレイが
好ましい。小型ディスプレイとしては、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Cry
stal Display）、反射型液晶パネル（ＬＣＯＳ：Liquid Crystal On Silicon）、及びホ
ログラフィック光学素子などで構成されていることが好ましい。
【００２５】
　表示面部材１４は、本発明の表示デバイス１３を構成する構成要素の１つであって、像
様発光ユニットである投影ユニット１２に対応して設けられ、その表示面１４ａに投影ユ
ニット１２によって像様に発光されて投影された入力画像の投影光を反射させて表示画像
として表示し、かつ背面側から入射する背面環境光を透過するものである。表示面部材１
４としては、観察者２６が表示面１４ａに投影された入力画像を表示画像として視認する
ことができる程度に投影ユニット１２からの投影光を反射することができ、かつ、表示面
部材１４の背景、即ち表示面部材１４の背面側、即ち裏面側、例えば自動車等の車輌内に
配置されたＨＵＤ等の場合の車外等の風景を観察できる程度に透明であり、背景からの反
射光を透過するものであれば、どのようなもので良い。
【００２６】
　表示面部材１４としては、正面側から入射する光（入力画像の投影光及び環境光）の一
部を表示面１４ａで反射し、裏面側から入射する光の一部を透過させることができる部材
であれば、どのようなものでも良く、例えばハーフミラー、波長選択フィルム、透明なフ
ィルム、アクリル等の透明な樹脂材、及び透明なガラス等を挙げることができるが、この
中では、ハーフミラー、又は波長選択フィルムであることが好ましい。
　また、このようなハーフミラー、又は波長選択フィルムは、透明な樹脂材、又は透明な
ガラス等に貼付されて用いられるのが好ましい。例えば、ハーフミラー、又は波長選択フ
ィルムは、車両用表示装置等の場合には、フロントガラス（図示せず）に、航空機などの
場合には、透明樹脂又はガラス製の風防（キャノピー）（図示せず）に貼付されて支持さ
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れて用いられることが好ましいが、メータ類の透明ガラス又は樹脂基板（図示せず）に貼
付されて用いられても良い。
【００２７】
　表示面部材１４として用いられるハーフミラー、又は波長選択フィルムとしては、例え
ば、本出願人の出願に係るＷＯ２０１５／０５０２０２Ａ１、ＷＯ２０１５／０５０２０
３Ａ１、及びＷＯ２０１５／０５０２０４Ａ１に開示された投影像表示用ハーフミラー、
例えば選択反射層としてコレステリック液晶層を固定した層を１層以上含む投影像表示用
ハーフミラー、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）の各色光に対して選択反射性を持つ３層
以上コレステリック液晶層を固定した層を含む投影像表示用ハーフミラー等を用いること
もできる。
【００２８】
　また、表示面部材１４として、本出願人の出願に係る特願２０１５－１３７０２６号明
細書に記載の画像表示機能付きミラーに用いられる１／４波長板及び円偏光反射層の積層
体部分からなるハーフミラー等を用いても良い。このハーフミラーは、投影ユニット１２
の側から、１／４波長板、及び円偏光反射層をこの順で含み、円偏光反射層は、選択反射
帯域の中心波長が可視光領域に位置するコレステリック液晶層を含み、１／４波長板及び
円偏光反射層の少なくとも一方が、円盤状液晶化合物を含む液晶組成物から形成された層
を含むハーフミラーである。このハーフミラーの詳細については、後述する。
【００２９】
　表示輝度取得部１５は、観察者２６が観察する表示デバイス１３の表示輝度、即ち表示
デバイス１３に表示された表示画像の表示輝度を取得するためのものである。
　表示輝度取得部１５は、表示面部材１４の背面側から入射する背面環境光を検出する背
面環境光取得センサ１６と、表示面部材１４の表示面１４ａにおける反射輝度（平均輝度
）を取得する反射輝度取得部１７とを有し、背面環境光検出部１６によって検出された背
面環境光（外の光、交通信号機の信号、空等）の透過輝度と、反射輝度取得部１７によっ
て取得された入力画像の投影光の反射輝度（制御可能な投影画像、又は投影コンテンツの
輝度）とを用いて表示デバイス１３の表示面１４aに表示された表示画像の表示輝度を求
めるものである。例えば、表示輝度取得部１５は、背面環境光の透過輝度と表示面１４ａ
における反射輝度とを積算して表示輝度として算出しても良い。
　ここで、表示デバイス１３の表示輝度とは、観察者２６が表示デバイス１３の表示部材
１４の表示面１４ａに表示された表示画像を観察する際に、観察者２６の目（２６）に入
る表示画像に起因する輝度を言う。なお、本発明においては、表示画像の観察者２６の観
察、例えば視認性に影響を与える影響因子としては、観察者２６の目に入る輝度を挙げる
ことができる。表示画像の視認性への影響因子、即ち観察者２６の目に入る輝度としては
、上述した表示画像の表示輝度に加えて、観察する環境、例えば車輌用表示装置の場合に
は、車内環境の環境光の輝度も含まれるが、表示画像に起因するものでないので、本発明
では、後述するように、別途考慮する。
【００３０】
　背面環境光取得センサ１６は、表示面部材１４の背面側、即ち裏面側から入射する背面
環境光を検出、又は計測し、例えばその明るさ又は輝度を取得するためのもので、本発明
の背面環境光検出部を構成するものある。例えば、背面環境光取得センサ１６は、表示面
部材１４の背景によって反射され、表示面部材１４に入射する背景の反射光の明るさ又は
輝度を検出、又は計測して取得する。例えば、車輛用表示装置の場合、背面環境光取得セ
ンサ１６は、車外の環境の輝度、即ち外の景色の平均輝度を取得する。
　背面環境光取得センサ１６としては、表示面部材１４の背面環境光の明るさ（明度）又
は輝度を検出又は計測して取得できればどのようなものでも良く、例えば、輝度センサ等
を挙げることができる。なお、背面環境光検出部として、輝度センサで背面環境光の輝度
を直接検出する代わりに、カメラを用い、カメラによる背面の撮像画像データから背面環
境光の輝度を算出するようにしても良い。
【００３１】
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　反射輝度取得部１７は、投影ユニット１２によって像様に発光した入力画像の投影光が
表示面１４aにおいて反射した表示画像の輝度（反射輝度）を取得するものである。ここ
で、投影ユニット１２からの像様発光した光（画像光）の輝度、即ち投影光の発光輝度は
、投影ユニット１２に入力される入力画像の画像データから算出することができ、予め既
知であり、ハーフミラー、又は波長選択フィルム等の表示面部材１４の反射率も、予め既
知であるので、反射輝度取得部１７は、投影ユニット１２からの入力画像の画像データに
基づく投影光の発光輝度と、表示面部材１４の反射率とから、表示面１４ａにおける反射
輝度を取得することができる。
　なお、反射輝度取得部１７は、入力画像の画像データ及び表示面部材１４の反射率から
反射画像の反射輝度を求めているが、輝度センサ等の反射輝度取得センサを表示面部材１
４の表示面１４ａの正面側（視認側）の投影ユニット１２と対称な位置に配置して、直接
反射輝度を測定し、検出しても良いし、反射輝度取得センサの代わりに、カメラを用い、
カメラによって撮像された反射画像の撮像画像データから環境光の輝度を算出するように
しても良い。
　また、上述の表示輝度取得部１５では、背面環境光検出部１６による背面環境光の透過
輝度と、反射輝度取得部１７による投影光の反射輝度とを用いて表示デバイス１３の表示
輝度を求めているが、輝度センサ等の表示輝度取得センサを表示面部材１４の表示面１４
ａの正面側（視認側）の位置に配置して、直接、投影光の反射輝度及び背面環境光の透過
輝度を含む表示輝度を測定し、検出しても良いし、表示輝度取得センサの代わりに、カメ
ラを用い、カメラによって撮像された表示画像の撮像画像データから表示輝度を算出する
ようにしても良い。
【００３２】
　観察距離取得センサ１８は、表示面部材１４の表示面１４ａに表示された表示画像を観
察する観察者２６の観察距離、例えば視線距離を検出、又は計測して取得するためのもの
で、視線距離取得センサということもでき、本発明の観察距離検出部を構成するものであ
る。例えば、観察距離取得センサ１８は、表示面部材１４の表示画像を観察する観察者２
６の観察距離、例えば視線距離を検出、又は計測して取得する。
　観察距離取得センサ１８としては、観察者２６の観察距離、例えば視線距離を検出又は
計測して取得できればどのようなものでも良く、例えば、距離センサ等を挙げることがで
きる。なお、観察距離検出部として、距離センサで観察者２６の観察距離又は視線距離を
直接検出する代わりに、赤外線を使ったカメラを用い、観察距離又は視線距離として観察
者２６の「目」の位置を取るように赤外線カメラで推定するようにしても良いし、予め設
定された座席のシート位置から推定するようにしても良い。
【００３３】
　環境光取得センサ２０は、表示面部材１４の表示面１４ａに表示された表示画像を観察
する正面側の環境の環境光、即ち正面環境光を検出、又は計測し、例えばその明るさ又は
輝度を取得するためのもので、本発明の環境光検出部を構成するものである。例えば、環
境光取得センサ２０は、投影ユニット１２から投影され、表示面部材１４の表示面１４ａ
に反射表示された表示画像を観察する側の環境の明るさ又は輝度を検出、又は計測して取
得する。
　環境光取得センサ２０としては、表示画像の観察環境の環境光の明るさ（明度）又は輝
度を検出又は計測して取得できればどのようなものでも良く、輝度センサ等を挙げること
ができる。なお、環境光検出部として、輝度センサで環境光の輝度を直接検出する代わり
に、カメラを用い、カメラによる観察環境の撮像画像データから環境光の輝度を算出する
ようにしても良い。
【００３４】
　画像処理ユニット２２は、表示輝度取得部１５によって検出された表示デバイス１３の
表示画像の表示輝度、観察距離取得センサ１８によって検出された観察距離、及び環境光
取得センサ２０によって検出された環境光、即ち計測して取得された正面の環境光の明る
さ（明度）又は輝度（以下、輝度で代表する）において視認される表示面１４ａの表示画
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像の表示空間周波数特性、即ち表示画像のスペクトル強度Ｉと空間周波数（ｃｙｃｌｅ／
ｍｍ）との関係を示す関数、又はグラフ（特性曲線）が、目標とする目標空間周波数特性
（関数、グラフ）となるように、表示輝度、観察距離、及び環境光、即ちその輝度に基づ
いて投影ユニット１２に入力される入力画像の入力空間周波数特性を調整する画像処理を
行うためのＧＰＵ（グラフィックス プロセッシング ユニット：Graphics Processing Un
it）である。
　入力ユニット２４は、画像処理ユニット２２に、入力画像（画像データ）を入力したり
、また、必要に応じて空間周波数に対する目標スペクトル強度（Ｉ）を表わす目標空間周
波数特性を入力する、又は調整する操作を行うためのものである。
　なお、画像処理ユニット２２において、表示輝度取得部１５によって検出された表示デ
バイス１３の表示画像の表示輝度を直接用いる代わりに、背面環境光取得センサ１６によ
って検出された背面環境光、即ち計測して取得された背面環境光の輝度（又は明るさ（明
度））、及び反射輝度取得部１７によって検出された投影光の反射輝度（又は明るさ（明
度））を用いても良いし、背面環境光、即ちその輝度、及び投影光の反射輝度から表示輝
度を求め、求められた表示輝度を用いても良い。
【００３５】
　画像処理ユニット２２は、入力画像、即ちその画像データに対して、表示画像の表示空
間周波数特性が目標空間周波数特性となる、又は表示画像の表示空間周波数特性と目標空
間周波数特性との差が最小となるように、画像処理を施して処理済画像、即ち表示画像の
画像データを生成し、処理済画像（表示画像の画像データ）を投影ユニット１２に出力す
ることが好ましい。また、画像処理ユニット２２は、視認される表示画像のコントラスト
を、目標空間周波数特性を持つ画像のコントラストからの変化が最小となるように最適化
することが好ましい。
【００３６】
　ここで、目標空間周波数特性は、図５のグラフ（ｅ）に示すように、入力画像の入力空
間周波数特性であるのが好ましい。
　また、表示画像の表示空間周波数特性は、入力画像の入力空間周波数特性に対して画像
処理を施した後、表示輝度（もしくは、背面環境光（輝度）及び反射画像の反射輝度、又
は透過画像の透過輝度）、観察距離、及び環境光（輝度）に基づいて定まる視覚感度関数
を畳み込み演算して得られたものであることが好ましい。
　また、この時、画像処理ユニット２２は、画像処理として、入力画像の空間周波数特性
に対して、視覚感度関数の逆関数を畳み込み演算し、目標空間周波数特性と入力空間周波
数特性との変化の補正演算を入力画像の画像データに対して行うことが好ましい。
【００３７】
　図２に示すように、画像処理ユニット（ＧＰＵ）２２は、視覚感度関数（ＣＳＦ：Cont
rast Sensitivity Function：コントラスト感度特性）の算出部３２と、目標比較部３４
と、画像処理部３６と、メモリ３８とを有する。
　ＣＳＦの算出部３２は、観察距離取得センサ１８から出力される観察距離、表示輝度取
得部１５から出力される表示輝度（又は背面環境光取得センサ１６から出力される背面環
境光の輝度、及び反射輝度取得部１７から出力される投影光の反射輝度）、及び環境光取
得センサ２０から出力される環境光の輝度が入力され、入力された観察距離、並びに表示
輝度(又は背面環境光の輝度及び反射輝度）、及び環境光の輝度に基づいて視覚感度関数
（ＣＳＦ）を算出するためのもので、本発明の算出部を構成するものある。算出部３２は
、例えば、図５及び図７のグラフ（ｂ）に示すような視覚感度関数ＣＳＦ、即ち空間周波
数毎の視感度を算出し、算出した視覚感度関数ＣＳＦ、即ち空間周波数毎の視感度を目標
比較部３４に送信する。
　ここで、本発明においては、視覚感度関数（ＣＳＦ：コントラスト感度特性）としては
、下記式（１）で与えられる視感度関数（ＣＳＦ：視覚伝達関数））Ｓ（ｕ）と下記式（
２）で与えられる補正係数ｆとの積ｆ×Ｓ（ｕ）、即ち補正係数ｆによって補正された視
感度関数（ＣＳＦ）Ｓ（ｕ）を用いることが好ましい。
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　即ち、下記式（２）は、環境光をモデル化して視覚感度Ｓ（ｕ）に与える影響を、視覚
感度Ｓ（ｕ）に乗算される補正係数ｆとして表わしたものである。
【００３８】
【数２】

　ここで、ｕは、空間周波数（ｃｙｃｌｅ／ｄｅｇ）であり、Ｌは、表示輝度（背景環境
光の輝度及び反射画像の反射輝度、又は透過画像の透過輝度）（ｃｄ／ｍ２）であり、Ｌ
ｓは、環境光の輝度（ｃｄ／ｍ２）であり、Ｘ０は、観察距離における表示ユニットの表
示面の視野角（ｄｅｇ）である。
【００３９】
　ここで、上記式（１）で示される視感度関数は、論文"Formula for the contrast sens
itivity of the human eye" Peter G. J. Barten,  Image Quality and System Performa
nce, edited by Yoichi Miyake, D. Rene Rasmussen, Proc. of SPIE-IS&T Electronic I
maging, SPIE Vol. 5294 (c) 2004 SPIE and IS&T ・ 0277-786X/04/$15.00, P. 231-P.2
38の第２３４頁に記載された式（１１）で表される視感度関数（ＣＦＳ：contrast sensi
tivity function）Ｓ（ｕ）である。
　この上記式（１）は、反射系において良く用いられるもので、また、ディスプレイ、例
えば後述する表示ユニット２８のような透過系においても適切に用いることができるもの
で、観察距離を考慮することができるものであり、背景環境光の平均輝度及び反射画像の
反射輝度、又はディスプレイの透過表示画像の透過輝度による感度の違いを考慮できるも
のである。
【００４０】
　目標比較部３４は、入力ユニット２４の画像入力部４０から入力された入力画像の画像
データから入力画像の入力空間周波数特性を算出し、メモリ３８から格納された目標空間
周波数特性を読み出し、算出した入力空間周波数特性と読み出された目標空間周波数特性
とを比較し、その変化率を求めるものである。目標比較部３４は、目標空間周波数特性に
対する入力空間周波数特性の変化率として、目標空間周波数特性と入力空間周波数特性と
の比、即ち、各空間周波数における、目標空間周波数特性値、即ち目標とする出力画像の
強度（Ｉ）と、入力空間周波数特性値、即ち入力画像の強度（Ｉ）との比を算出する。
　目標比較部３４は、こうして算出した変化率、即ち各空間周波数における強度（Ｉ）比
を、算出部３２から受信した視覚感度関数ＣＳＦ、即ち空間周波数毎の視感度と共に、画
像処理部３６に送信する。
【００４１】
　画像処理部３６は、入力画像の入力空間周波数特性に対して算出部３２で算出された視
覚感度関数ＣＳＦの逆関数を畳み込み演算し、目標比較部３４で比較された目標空間周波
数特性と入力空間周波数特性との比較結果に基づく変化率を積算して表示画像の表示空間
周波数特性を求め、表示空間周波数特性が目標空間周波数特性となるように、入力画像の
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画像データに対して画像処理を行うためのものである。
　例えば、図５に示すように、入力画像の入力空間周波数特性がグラフ（ａ）で表され、
視認される出力画像である表示画像の表示空間周波数特性がグラフ（ｅ）で表される時、
空間周波数の劣化が無く、理想的な場合には、両空間周波数特性、即ち両グラフ（ａ）及
び（ｅ）は、等しいものとなり、図６（Ｂ）に示す出力画像（ｅ）は、図６（Ａ）に示す
入力画像（ａ）に対して空間周波数の劣化が無く、観察者は、出力画像（ｅ）を、入力画
像（ａ）からコントラストに劣化の無い同一の画像として視認することができる。
【００４２】
　しかしながら、現実には、観察者の視認環境、例えば、観察距離、表示輝度（背景環境
光の輝度及び反射画像の反射輝度、又は透過画像の透過輝度）、及び環境光（輝度）等の
外的要因が変化すると、図６（Ａ）に示す入力画像（ａ）に等しい図８（Ａ）に示す入力
画像（ａ）は、空間周波数が劣化し、したがってコントラストが劣化し、図８（Ｂ）に示
すように、ぼやけて画質が劣化し、視認性が劣化した出力画像として表示されることにな
る。このように、視認性の劣化は、空間周波数特性の変化によって生じるものである。
　この視認性の劣化をもたらす空間周波数特性の変化は、図７のグラフ（ａ）に示す入力
画像の入力空間周波数特性に対して、空間周波数空間では、図７のグラフ（ｂ）に示すよ
うな上記外的要因に起因したＣＳＦを畳み込むことによって生じるということができる。
　その結果、図７のグラフ（ａ）に示す入力画像の入力空間周波数特性は、劣化して、図
７のグラフ（ｃ）に示す出力画像（表示画像）の表示空間周波数特性となる。このため、
表示面部材１４の表示面１４ａに表示された表示画像は、視認性が劣化した画像となる。
【００４３】
　これに対し、本発明では、画像処理ユニット２２の画像処理部３６において、視認性の
劣化を抑制するために、上記外的要因による画質劣化、即ち空間周波数特性の変化をキャ
ンセルする画像処理を行う。
　画像処理部３６は、例えば、上記外的要因によって定まるＣＳＦが、図５のグラフ（ｂ
）で表される時、空間周波数空間において、図５のグラフ（ａ）で表される入力画像の入
力空間周波数特性（Ｉｉとする）に対し、図５のグラフ（ｄ）で表されるＣＳＦの逆関数
ＩＦ（ＣＳＦ）をかける画像処理を入力画像の画像データに対して施して、出力画像の画
像データを生成する。
【００４４】
　こうすることにより、図５のグラフ（ｅ）で表される出力画像の表示空間周波数特性（
Ｉｏとする）は、図５のグラフ（ａ）で表される入力画像の入力空間周波数特性（Ｉｉ）
と、図５のグラフ（ｄ）で表されるＣＳＦの逆関数（ＩＦ（ＣＳＦ）とする）と、図５の
グラフ（ｂ）で表されるＣＳＦとの掛け算として求められる。即ち、図５に示す出力画像
の表示空間周波数特性（Ｉｏ）の算出は、下記式（３）のように表すことができる。
　　　Ｉｏ＝Ｉｉ×ＩＦ（ＣＳＦ）×ＣＳＦ　　　　　　　　　　　　…（３）
　ここで、図５のグラフ（ｄ）で表されるＣＳＦの逆関数（ＩＦ（ＣＳＦ）とする）と、
図５のグラフ（ｂ）で表されるＣＳＦとの掛け算は、恒等変換となるので、図５のグラフ
（ｅ）で表される出力画像の表示空間周波数特性（Ｉｏ）は、図５のグラフ（ａ）で表さ
れる入力画像の入力空間周波数特性（Ｉｉ）と、同じ、即ち、Ｉｏ＝Ｉｉになる。
【００４５】
　その結果、図５のグラフ（ｅ）で表される表示空間周波数特性（Ｉｏ）を持つ図６（Ｂ
）に示す出力画像（ｅ）は、図５のグラフ（ａ）で表される入力空間周波数特性（Ｉｉ）
を持つ図６（Ａ）に示す入力画像（ａ）と同じ画像となり、観察者２６は、図６（Ａ）に
示す入力画像（ａ）に対して空間周波数の劣化が無く、コントラストの劣化の無い画像と
して視認することができる。
　したがって、本発明においては、画像処理部３６は、入力空間周波数特性（Ｉｉ）を持
つ入力画像の画像データに対して、画像処理として、空間周波数空間で、入力空間周波数
特性（Ｉｉ）にＣＳＦの逆関数ＩＦ（ＣＳＦ）を掛け算する処理を施しておくことにより
、上記外的要因によって決定されるＣＳＦによって空間周波数（コントラスト）の劣化が
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あったとしても、入力空間周波数特性（Ｉｉ）と同じ表示空間周波数特性（Ｉｏ）を持つ
出力画像の画像データを得ることができる。
【００４６】
　図５に示す例は、そのグラフ（ｅ）で表される表示空間周波数特性（Ｉｏ）は、グラフ
（ａ）で表される入力空間周波数特性（Ｉｉ）を再現するものであるので、グラフ（ｅ）
で表される表示空間周波数特性（Ｉｏ）を持つ出力画像を目標とする場合には、達成され
るべき目標空間周波数特性は、グラフ（ａ）で表される入力空間周波数特性（Ｉｉ）であ
ると言える。
　即ち、上述したように、本発明においては、目標空間周波数特性は、図５に示すように
、入力画像の入力空間周波数特性（Ｉｉ）であるのが好ましいが、本発明はこれに限定さ
れず、図９（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）に示すように、入力画像の初期スペクトル（スペク
トル強度－空間周波数の関数）、例えば入力空間周波数特性（Ｉｉ）に対して、予め設定
、又は調整された空間周波数特性であっても良い。
【００４７】
　本発明において、例えば、入力画像の入力空間周波数特性をＩｉで表し、出力画像が持
つべき目標空間周波数特性をＩｔで表し、上記外的要因で決定される視角感度関数（コン
トラスト感度特性）をＣＳＦで表す時、画像処理で行われる変換処理に用いられる変換特
性（変換関数）をＩＰとすると、これらは、上記式（３）とのアナロジーから、下記式（
４）で表すことができる。
　　　Ｉｔ＝Ｉｉ×ＩＰ×ＣＳＦ　　　　　　　　　　　　　　　　　…（４）
　　　ＩＰ＝Ｉｔ×Ｉｉ－１×ＣＳＦ－１　　　　　　　　　　　　　　　…（５）
　ここで、Ｉｉ－１は、入力空間周波数特性Ｉｉの逆特性ということができるので、Ｉｔ
×Ｉｉ－１は、目標空間周波数特性Ｉｔと入力空間周波数特性Ｉｉの逆特性との積、即ち
、目標空間周波数特性Ｉｔと入力空間周波数特性Ｉｉとの比（Ｉｔ／Ｉｉ）、もしくは目
標空間周波数特性Ｉｔに対する入力空間周波数特性Ｉｉの変化率（Ｉｔ／Ｉｉ）というこ
とができる。
　また、ＣＳＦ－１は、視角感度関数ＣＳＦの逆関数ということができるので、上述のＩ
Ｆ（ＣＳＦ）で表すことができる。即ち、ＣＳＦ－１＝ＩＦ（ＣＳＦ）となる。
【００４８】
　したがって、上記式（５）の画像処理の変換特性ＩＰは、下記式（６）で表すことがで
きる。
　　　ＩＰ＝（Ｉｔ／Ｉｉ）×ＩＦ（ＣＳＦ）　　　　　　　　　　　　…（６）
　なお、出力画像の表示空間周波数特性（Ｉｏ）上記式（３）で表される場合には、Ｉｏ
＝Ｉｔ＝Ｉｉとして、画像処理の変換特性ＩＰは、上記式（６）から下記式（７）で表わ
されることになる。
　　　ＩＰ＝ＩＦ（ＣＳＦ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（７）
　上述した例では、目標空間周波数特性（Ｉｔ）に等しい、又は近い出力画像の表示空間
周波数特性（Ｉｏ）を得るために、画像処理として、入力空間周波数特性Ｉｉに視角感度
関数ＣＳＦの逆関数ＩＦ（ＣＳＦ）をかけているが、元のＣＳＦの値が０の場合には、割
り算によって発散する原因となるので、画像のスペクトル強度（Ｉ）の２乗（Ｉ２）が１
となる場合を最大としてクリップすることが好ましい。即ち、絶対値（Ｉ２）を強度で定
義することができる
【００４９】
　以上から、画像処理部３６は、入力画像の入力空間周波数特性（Ｉｉ）に対して算出部
３２で算出された視覚感度関数ＣＳＦの逆関数ＩＦ（ＣＳＦ）を畳み込み演算し、目標比
較部３４で比較された目標空間周波数特性と入力空間周波数特性との比較結果に基づく変
化率（Ｉｔ／Ｉｉ）を積算して表示画像の表示空間周波数特性（Ｉｏ）を求め、表示空間
周波数特性（Ｉｏ）が目標空間周波数特性（Ｉｔ）となるように、入力画像の画像データ
に対して画像処理を行うものであることが分かる。
【００５０】
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　メモリ３８は、目標空間周波数特性を格納するためのものである。メモリ３８は、目標
空間周波数特性として、例えば目標比較部３４で算出された、図５のグラフ（ａ）に示す
入力空間周波数特性（Ｉｉ）、又は図９（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）に示すようなモード１
、モード２、及びモード３の目標空間周波数特性を格納しておくことが好ましい。メモリ
３８は、このような目標空間周波数特性を格納するものに限定されず、目標比較部３４で
算出された目標空間周波数特性Ｉｔと入力空間周波数特性Ｉｉとの比、もしくはその変化
率（Ｉｔ／Ｉｉ）を格納するものであっても良いし、目標空間周波数特性に対応する目標
となる目標視覚感度関数又は目標視覚感度関数で表される目標視感度曲線を格納するもの
であっても良い。
　なお、メモリ３８は、図示例のように、画像処理ユニット２２内に備えられるものに限
定されず、画像処理ユニット２２の外部、例えば、入力ユニット２４内に備えられていて
も良い。
【００５１】
　入力ユニット２４は、画像入力部４０と、入力操作部４２とを有することが好ましい。
　まず、画像入力部４０は、画像処理ユニット（ＧＰＵ）２２、即ちその目標比較部３４
に入力画像の画像データを入力するためのものである。入力画像の画像データは、図示し
ないカメラ等の撮像装置によって撮影されたものであっても良いし、予め、図示しない外
部メモリやメモリ３８に格納されている画像データであっても良い。
【００５２】
　入力操作部４２は、予め、又は必要に応じて、目標空間周波数特性（Ｉｔ）として、例
えば入力空間周波数特性（Ｉｉ）、又は図９（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）に示すようなモー
ド１、モード２、及びモード３の目標空間周波数特性を、メモリ３８、又は目標比較部３
４に入力するためのもので、本発明の特性入力部として機能するものであっても良いし、
又は入力画像の初期スペクトル、例えば入力空間周波数特性に対して、上述したなモード
１、モード２、及びモード３の目標空間周波数特性を、予め設定するもので、本発明の特
性設定部として機能するものであっても良いし、予め入力された又は予め設定された目標
空間周波数特性を調整するもので、本発明の特性調整部として機能するものであっても良
い。したがって、入力操作部４２は、本発明の特性入力部、特性設定部、及び特性調整部
の少なくとも１つの機能を有するものであることが好ましい。
　即ち、空間周波数に対する目標スペクトル強度（Ｉ）を表わす目標空間周波数特性は、
観察者又はユーザ、例えば、車輛用表示装置の場合には、ドライバが入力、又は調整して
も良いし、予め、システム側で準備しておいても良い。
【００５３】
　本発明の透過型表示装置１０においては、メモリ３８には、更に、目標空間周波数特性
に対応する目標となる目標視覚感度関数又は目標視覚感度関数で表される目標視感度曲線
を格納しておき、画像処理部３６は、画像処理の更新タイミングとして、予め設定された
時間間隔、例えば、１ｓ～１０ｍｉｎで、又は算出部３２で算出された視覚感度関数ＣＳ
Ｆを表わす視感度曲線（好ましくはｆ×Ｓ（ｕ））のピーク感度が目標視感度曲線のピー
ク感度、もしくは前回算出した視感度曲線のピーク感度から一定割合、例えば、１０％以
上、好ましくは２０％～１００％シフトした時に、入力画像の画像データに対して画像処
理を行い、出力表示画像の画像データを生成することが好ましい。
【００５４】
　また、本発明の透過型表示装置１０においては、表示輝度取得部１５（又は背面環境光
取得センサ１６及び反射輝度取得部１７）、観察距離取得センサ１８、環境光取得センサ
２０は、更新タイミングとして、予め設定された所定時間間隔、例えば、１ｓ～１０ｍｉ
ｎで、それぞれ表示輝度（又は背面環境光（輝度）及び投影光の反射輝度）、観察距離、
及び環境光（輝度）を外的要因として検出して取得し、それぞれ取得された背面環境光、
観察距離、及び環境光を算出部３２に出力し、算出部３２は、表示輝度（又は背面環境光
及び投影光の輝度）、観察距離、及び環境光に基づいて、上述の所定時間間隔で、視覚感
度関数ＣＳＦを算出し、画像処理部３６は、この所定時間間隔で、算出部３２で算出され
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た視覚感度関数ＣＳＦの逆関数を畳み込み演算し、上述の変化率を積算して目標空間周波
数特性に等しい又は近い表示画像の表示空間周波数特性を持つように表示画像を調整する
画像処理を行うようにしても良い。
【００５５】
　また、本発明の透過型表示装置１０においては、メモリ３８に、目標空間周波数特性に
対応する目標となる目標視覚感度関数、又は目標視覚感度関数で表される目標視感度曲線
を格納しておき、上述の所定時間間隔を第１の時間間隔として、これと異なる第２の時間
間隔、又は好ましくは第１の時間間隔以下の第２の時間間隔、例えば、１ｍｓ～１ｓを取
得の更新タイミングとして、背面環境光取得センサ１６、観察距離取得センサ１８、環境
光取得センサ２０によって外的要因としてそれぞれ表示輝度（又は背面環境光及び投影光
の輝度）、観察距離、及び環境光を取得し、それぞれ取得された表示輝度（又は背面環境
光及び投影光の輝度）、観察距離、及び環境光を算出部３２に出力し、算出部３２におい
て、表示輝度（又は背面環境光及び投影光の輝度）、観察距離、及び環境光に基づいて、
第２の時間間隔で、視覚感度関数ＣＳＦを算出し、画像処理部３６は、第２の時間間隔で
算出部３２から出力された視覚感度関数ＣＳＦを示す視感度曲線（好ましくはｆ×Ｓ（ｕ
））のピーク感度が目標視感度曲線のピーク感度、又は前回の視感度曲線のピーク感度か
ら一定割合、例えば、１０％以上シフトした時を、画像処理の更新タイミングとして、入
力画像の画像データに対して画像処理を行うことが好ましい。
【００５６】
　上述した例では、外的要因として表示輝度（又は背面環境光及び投影光の輝度）、観察
距離、及び環境光を取得し、これらの外的要因に基づいて算出部３２で視覚感度関数ＣＳ
Ｆを求め、視覚感度関数ＣＳＦの逆関数ＩＦ（ＣＳＦ）を用いて画像処理を行っているが
、本発明は、これに限定されず、図１０（Ａ）に示すように、観察者、例えば車輌用表示
装置の場合にはドライバが、車輛に乗車した時に、外的要因として表示輝度（又は背面環
境光及び投影光の輝度）、観察距離、及び環境光を取得し、これらの外的要因に基づいて
算出部３２で算出される視覚感度関数ＣＳＦを表わす視感度曲線（ｆ×Ｓ（ｕ））を求め
ておき、その後、図１０（Ｂ）に示すように、観察者（ドライバ）が表示面部材１４の表
示面１４ａに表示された表示画像を観察しながらコントラストの劣化の無い画像に調整す
ることにより、図１０（Ｂ）に実線で示される視覚感度関数ＣＳＦを表わす視感度曲線（
ｆ×Ｓ（ｕ））を調整して、図１０（Ｂ）に点線で示される視感度曲線を得、得られた調
整済視感度曲線を好ましい条件としてメモリ３８に記憶し、格納しておき、その後、車輛
の走行時に、図１０（Ｃ）に点線で示される、メモリ３８に格納された調整済視感度曲線
を維持するように、画像処理部３６において入力画像の画像処理を行い、表示画像のコン
トラストの調整を行っても良い。
【００５７】
　なお、好ましい条件として、図９（Ａ）、（Ｂ）、及び（Ｃ）それぞれに示すモード１
、２、及び３の目標空間周波数特性のように、これらに対応する目標視感度曲線を予め設
定しておき、メモリ３８に格納しておき、必要に応じて呼び出して用いても良い。
　また、外的要因の取得の更新タイミング、及び画像処理の更新タイミングとしては、上
述した更新タイミング、第１及び第２の時間間隔、ピーク感度の所定（１０％）シフト時
等を挙げることができる。
　本発明の第１実施形態の透過型表示装置１０は、基本的に以上のように構成される。
【００５８】
　次に、図３及び図４に示す本発明の第２実施形態の透過型表示装置１１について説明す
る。
　図３及び図４に示す第２実施形態の透過型表示装置１１は、図１及び図２に示す第１実
施形態の透過型表示装置１０と、投影ユニット１２の代わりに表示ユニット２８を備え、
表示輝度取得部１５（背面環境光取得センサ１６及び反射輝度取得部１７）の代わりに表
示輝度取得部３０を備えている点を除いて、同様の構成を有するものであるので、同一の
構成要素には、同一の参照符号を付し、その詳細な説明を省略し、主として相違点につい



(20) JP 2017-107057 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

て説明する。
　図３及び図４に示すように、本発明の第２実施形態の透過型表示装置１１は、表示ユニ
ット２８と、表示面１４ａを備える表示面部材１４と、表示輝度取得部３０と、観察距離
取得センサ１８と、環境光取得センサ２０と、画像処理ユニット２２と、入力ユニット２
４とを有する。ここで、表示ユニット２８と、表示面部材１４とは、上記第１実施形態の
透過型表示装置１０と同様に、本発明の表示デバイス２９を構成する。表示デバイス２９
は、観察者２６が観察する表示画像を透過表示する透過型表示デバイスである。
【００５９】
　本実施形態の透過型表示装置１１としては、車輛内ミラー（図示せず）として用いられ
る画像表示機能付きミラー、モニター内臓ミラー、及びスマートミラー等の車輌用表示装
置等を挙げることができるが、図１に示す透過型表示装置１０と同様に、ヘッドアップデ
ィスプレイ（ＨＵＤ）等のオーグメンテッド・リアリティ（ＡＲ）デバイス等、及びこれ
らをカーナビゲーションなどのナビゲーションの表示装置として用いる車輌用表示装置等
であっても良い。
　表示ユニット２８は、その上面に表示面部材１４が載置され、入力画像を表示するため
に表示面部材１４に裏面側から画像様発光を入射し、表示面部材１４を透過した透過画像
を表示面１４ａに表示する透過型ディスプレイである。透過型ディスプレイとしては、入
力画像を透過画像として表示することができれば、どのようなものでも良く、図１に示す
透過型表示装置１０と同様に、ブラウン管でも良いが、小型ディスプレイが好ましい。小
型ディスプレイとしては、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display
）、反射型液晶パネル（ＬＣＯＳ：Liquid Crystal On Silicon）、及びホログラフィッ
ク光学素子などで構成されていることが好ましい。
【００６０】
　本実施形態において、表示面部材１４は、表示ユニット２８に載置して設けられ、背面
側から入射する表示ユニット２８の画像様発光（画像光）を透過して表示面１４ａに表示
画像を表示し、かつ正面側から入射する環境光を反射するものである。
　第２実施形態で用いられる表示面部材１４としては、図１に示す透過型表示装置１０と
同様に、例えばハーフミラー、波長選択フィルム、透明なフィルム、アクリル等の透明な
樹脂材、及び透明なガラス等を挙げることができるが、特に、画像表示機能付きミラー、
モニター内臓ミラー、及びスマートミラー等に用いられるハーフミラー、又は波長選択フ
ィルムであることが好まし。例えば、これらのハーフミラー、又は波長選択フィルムは、
車両用表示装置等の場合には、車輛内ミラー（図示せず）に貼付されて支持されて用いら
れることが特に好ましい。
　このようなハーフミラー、又は波長選択フィルムとしては、図１に示す透過型表示装置
１０と同様に、例えば、本出願人の出願に係るＷＯ２０１５／０５０２０２Ａ１、ＷＯ２
０１５／０５０２０３Ａ１、及びＷＯ２０１５／０５０２０４Ａ１に開示された投映像表
示用ハーフミラー、又は、特願２０１５－１３７０２６号明細書に記載の画像表示機能付
きミラーに用いられる１／４波長板及び円偏光反射層の積層体部分からなるハーフミラー
等がより好ましい。
【００６１】
　このような投映像表示用ハーフミラーは、可視光透過性を有し、選択反射層としてコレ
ステリック液晶相を固定したコレステリック液晶層を少なくとも１層含むことが好ましい
。
　ここで、投映像表示用ハーフミラーは、互いに直接積層された３層以上のコレステリッ
ク液晶相を固定したコレステリック液晶層を含み、３層以上のコレステリック液晶層は、
互いに異なる選択反射帯域の中心波長を示すものであることが好ましい。
　また、投映像表示用ハーフミラーは、選択反射層（コレステリック液晶層）の少なくと
も一方の面側に透明媒体を有し、透明媒体は、選択反射層の透明媒体側の面に対して１°
～３０°の確度をなす傾斜面を有することが好ましい。
　また、投映像表示用ハーフミラーは、投映像表示側に最も近いコレステリック液晶層の
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投映像表示側の面において、コレステリック液晶相を形成する液晶分子のダイレクタが均
一であることが好ましい。
　また、画像表示機能付きミラーに用いられるハーフミラーにおいては、１／４波長板お
よび円偏光反射層の少なくとも一方が、棒状タイプ（棒状液晶化合物）と円盤状タイプ（
円盤状液晶化合物）を含む液晶組成物より好ましくは、棒状液晶化合物を含む液晶組成物
から形成された層を含むことが好ましい。
【００６２】
　ここで、選択反射層、又は円偏光反射層が、コレステリック液晶層を２層以上含み、２
層以上のコレステリック液晶層の選択反射帯域の中心波長が互いに異なることが好ましい
。
　また、２層以上のコレステリック液晶層が互いに直接接していることが好ましい。
　また、選択反射層、又は円偏光反射層がコレステリック液晶層を３層以上含み、３層以
上のコレステリック液晶層の選択反射帯域の中心波長が互いに異なることが好ましい。
　また、選択反射層、又は円偏光反射層が、赤色光の波長域（例えば、５８０ｎｍ～７０
０ｎｍ）に選択反射帯域の中心波長を有するコレステリック液晶層と、緑色光の波長域（
例えば、５００ｎｍ～５８０ｎｍ）に選択反射帯域の中心波長を有するコレステリック液
晶層と、青色光の波長域（例えば、４００ｎｍ～５００ｎｍ）に選択反射帯域の中心波長
を有するコレステリック液晶層とを含む、ことが好ましい。
【００６３】
　また、選択反射層、又は円偏光反射層において、より長波長の選択反射帯域の中心波長
を有するコレステリック液晶層が、より画像表示装置に近い位置に配置されることが好ま
しい。
　また、１／４波長板が、重合性液晶化合物を含む液晶組成物の硬化により形成された層
であることが好ましい。
　また、１／４波長板と円偏光反射層とが互いに直接接していることが好ましい。
　また、表示ユニット２８と１／４波長板とが接着層を介して接着されていることが好ま
しい。
【００６４】
　表示輝度取得部３０は、表示ユニット２８及びこれに貼り付けられた表示面部材１４か
らなる表示デバイス２９の表示輝度（発光強度、又は明るさ）を取得するためのもので、
表示ユニット２８に設けられ、表示ユニット２８による画像様発光が表示面部材１４を透
過し、その表示面１４ａに透過画像を表示画像として表示している時に、観察者２６が観
察する表示画像、即ち透過画像の表示輝度を取得するものである。なお、表示輝度取得部
３０は、表示ユニット２８及び表示面部材１４からなる表示デバイス２９の表示輝度（明
るさ）を取得できればどのようなものでも良い。表示輝度取得部３０は、例えば、表示ユ
ニット２８に入力される入力画像の画像データに基づく表示ユニット２８の発光輝度及び
表示面部材１４の透過率から表示面１４ａにおける表示輝度を取得するものであっても良
い。即ち、表示ユニット２８で画像様発光した光（画像光）の輝度、即ち発光輝度は、予
め、表示ユニット２８に入力される入力画像の画像データから算出することができ、予め
既知であり、ハーフミラー、又は波長選択フィルム等の表示面部材１４の透過率も、予め
既知であるので、表示輝度取得部３０は、表示ユニット２８からの入力画像の画像データ
に基づく発光光の発光輝度と、表示面部材１４の透過率とから、表示面１４ａにおける表
示輝度を取得することができる。
　また、この表示輝度取得部３０では、表示ユニット２８からの画像光の発光輝度と、表
示面部材１４の透過率とを用いて表示デバイス２９の表示輝度を求めているが、輝度セン
サ等の表示輝度取得センサを表示デバイス２９の表示面部材１４の表示面１４ａの正面側
（視認側）の位置に配置して、直接表示デバイス２９の表示輝度を測定し、検出しても良
い。このような表示輝度取得センサとしては、例えば、輝度計（ＫＯＮＩＫＡ　ＭＩＮＯ
ＬＴＡ製　ＣＳ－１００Ａ）等を挙げることができる。なお、表示輝度取得部３０として
、輝度計で表示デバイス２９の表示輝度を直接検出する代わりに、カメラを用い、カメラ
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による表示デバイス２９の表示面１４ａの表示画像の撮像画像データから表示輝度を算出
するようにしても良いし、もしくはキャリブレーションした撮像画像データを表示輝度と
して取得するようにしても良い。
【００６５】
　本実施形態において、画像処理ユニット２２は、図１に示す透過型表示装置１０におけ
る表示輝度取得部１５によって取得された表示輝度（又は背面環境光取得センサ１６によ
って検出された背面環境光（輝度）及び反射輝度取得部１７によって取得された反射輝度
）の代わりに、表示輝度取得部３０によって取得された直接表示デバイス２９の表示輝度
を用い、この表示輝度と、観察距離取得センサ１８によって検出された観察距離、及び環
境光取得センサ２０とによって取得された環境光（輝度）において視認される表示面１４
ａの表示画像の表示空間周波数特性が、目標とする目標空間周波数特性となるように、表
示輝度、観察距離、及び環境光（輝度）に基づいて表示ユニット２８に入力される入力画
像の入力空間周波数特性を調整する画像処理を行うためのＧＰＵである。
　即ち、画像処理ユニット２２は、入力画像、即ちその画像データに対して、表示画像の
表示空間周波数特性が目標空間周波数特性となる、又は表示画像の表示空間周波数特性と
目標空間周波数特性との差が最小となるように、画像処理を施して処理済画像、即ち表示
画像の画像データを生成し、処理済画像（表示画像の画像データ）を表示ユニット２８に
出力することが好ましい。また、画像処理ユニット２２は、視認される表示画像のコント
ラストを、目標空間周波数特性を持つ画像のコントラストからの変化が最小となるように
最適化することが好ましい。
【００６６】
　なお、本実施形態において画像処理ユニット２２で行われる画像処理は、図１に示す透
過型表示装置１０において画像処理ユニット２２で行われる画像処理と、表示輝度取得部
１５で取得された表示輝度の代わりに、表示輝度取得部３０で取得された表示輝度を用い
る点、かつ画像処理ユニット２２で画像処理された出力画像の画像データの出力先が、投
影ユニット１２に代えて、表示ユニット２８である点を除いて、全く同一であるので、基
本的に説明を省略するが、特記すべき相違点についてのみ説明する。
　本実施形態においては、ＣＳＦの算出部３２は、表示輝度、観察距離、及び環境光（輝
度）に基づいて、視覚感度関数ＣＳＦを算出する。
　また、表示画像の表示空間周波数特性は、入力画像の入力空間周波数特性に対して画像
処理を施した後、表示輝度、観察距離、及び環境光（輝度）に基づいて定まる視覚感度関
数を畳み込み演算して得られたものであることが好ましい。
【００６７】
　また、本実施形態の透過型表示装置１１においては、表示輝度取得部３０、観察距離取
得センサ１８、環境光取得センサ２０は、予め設定された取得の更新タイミング、例えば
上述の第１又は第２の時間間隔で、それぞれ表示輝度、観察距離、及び環境光を取得して
、それぞれ取得された表示輝度、観察距離、及び環境光を算出部３２に出力することが好
ましい。
　そして、算出部３２は、表示輝度、観察距離、及び環境光に基づいて、上述の取得の更
新タイミングで、視覚感度関数ＣＳＦを算出することが好ましい。
　更に、画像処理部３６は、好ましくは、上述の取得の更新タイミングで算出部３２から
出力された視覚感度関数ＣＳＦの逆関数を畳み込み演算し、上述の変化率を積算して目標
空間周波数特性に等しい又は近い表示画像の表示空間周波数特性を持つように表示画像を
調整する画像処理を行うようにしても良いし、又は上述の取得の更新タイミングで算出部
３２から出力された視覚感度関数ＣＳＦを示す視感度曲線（好ましくはｆ×Ｓ（ｕ））の
ピーク感度が目標視感度曲線のピーク感度、又は前回の視感度曲線のピーク感度から一定
割合、例えば、１０％以上シフトした時を、画像処理の更新タイミングとして、入力画像
の画像データに対して画像処理を行うようにしても良い。
【００６８】
（実施例）
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　　本発明の第２実施形態の透過型表示装置１１について、具体的な環境下で、具体的な
外的要因に基づいて、コントラストの変化を求めた。
　本発明の第２実施形態においても、視角感度（ＣＳ：Contrast Sensitivity：コントラ
スト感度）Ｓ（ｕ）は、表示デバイスの発光輝度（表示輝度）、環境光、及び観察距離に
依存して変化する。
　ここで、視角感度Ｓ（ｕ）は、上記式（１）に従う。
　上記式（１）において、観察距離が５００ｍｍであり、立体角として定義される観察角
度（Ｘ０）が６０ｍｍ×６０ｍｍであるとすると、視覚感度（ＣＳ）Ｓ（ｕ）は、表示輝
度Ｌが０．１～１０００ｃｄ／ｍ２の場合について、図１１のように表すことができる。
　図１１は、本発明において用いられる、表示輝度による視角感度の変化を説明するグラ
フである。
　図１１に示すように、表示輝度Ｌが０．１～１０００ｃｄ／ｍ２の範囲のいずれの表示
輝度においても、視覚感度（ＣＳ）Ｓ（ｕ）は、低空間周波数側及び高空間周波数側の領
域で低下し、その中間の空間周波数の領域、図示例では０～１．１Ｃｙｃｌｅ／ｍｍでピ
ーク感度を持ち、ピーク感度は、０．１ｃｄ／ｍ２から１０００ｃｄ／ｍ２まで高輝度に
なるにつれて、高空間周波数側にシフトしていることが分かる。
【００６９】
　次に、上述したように、環境光をモデル化して視覚感度Ｓ（ｕ）に与える影響を、視覚
感度Ｓ（ｕ）に乗算される補正係数ｆとして上記式（２）によって表わすことができる。
　ここで、環境光に依存したコントラストの変化と視覚感度との関係（ｆ×００ｃｄ／ｍ
２Ｓ（ｕ））を図１２に示す。この時、環境光の輝度Ｌｓは、９０００ｃｄ／ｍ２であり
、表示輝度Ｌは、５００ｃｄ／ｍ２及び１０００ｃｄ／ｍ２の場合であり、観察角度（Ｘ

０）は、６０ｍｍ×６０ｍｍであった。
　なお、図１２に示す表示輝度別視覚感度においては、表示輝度１０００ｃｄ／ｍ２の場
合のピーク感度を１．０で規格化した。
　図１２に示すように、表示輝度Ｌが５００ｃｄ／ｍ２及び１０００ｃｄ／ｍ２のいずれ
の場合においても、視覚感度（ＣＳ）Ｓ（ｕ）は、低空間周波数側及び高空間周波数側の
領域で低下し、その中間の空間周波数の領域、図示例では１～１．７Ｃｙｃｌｅ／ｍｍで
ピーク感度を持ち、ピーク感度は、表示輝度Ｌが５００ｃｄ／ｍ２の場合より１０００ｃ
ｄ／ｍ２の場合の方が高空間周波数側にシフトしていることが分かる。図１２も図１１も
同様の傾向を示していることが分かる。
【００７０】
　続いて、表示輝度Ｌが５００ｃｄ／ｍ２及び１０００ｃｄ／ｍ２の２種類について、同
条件にてコントラストの変化を求めた。その結果を図１３（Ａ）～図１５（Ｄ）に示す。
なお、平均輝度は、入力画像の透過率０－１矩形波の平均値とした。
　ここで、図１３（Ａ）及び（Ｂ）は、空間周波数ｕが１ｃｙｃｌｅ／ｍｍであり、図１
２に示す表示輝度Ｌが高輝度１０００ｃｄ／ｍ２である視角感度の場合の矩形波入力時の
コントラスト変化を示す表示画像及び波形のグラフであり、図１３（Ｃ）及び（Ｄ）は、
空間周波数ｕが１ｃｙｃｌｅ／ｍｍであり、図１２に示す表示輝度Ｌが低輝度５００ｃｄ
／ｍ２である視角感度の場合の矩形波入力時のコントラスト変化を示す表示画像及び波形
のグラフである。
【００７１】
　図１２に示す表示輝度別視覚感度のグラフから分かるように、空間周波数ｕが１ｃｙｃ
ｌｅ／ｍｍでは、表示輝度Ｌが高輝度１０００ｃｄ／ｍ２の場合の視角感度は、約０．９
５であり、非常に高い値を示すため、コントラストが非常に高く、矩形波の振幅は極めて
大きく、縞の白黒を明確に識別できる。したがって、表示画像の視認性は高く、最適化さ
れているものと言える。
　一方、この時の低輝度５００ｃｄ／ｍ２の場合の視角感度は、約０．７０であり、高い
値を示すため、コントラストも高く、矩形波の振幅も大きく、縞の白黒を識別できるが、
高輝度１０００ｃｄ／ｍ２の場合に比べると、矩形波の振幅は小さく、コントラストは低
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く、縞の白黒の差の明確性は劣ると言える。
　しかしながら、高輝度及び低輝度のいずれの場合も、表示画像の視認性は高いものと言
える。
【００７２】
　また、図１４（Ａ）及び（Ｂ）は、空間周波数ｕが２ｃｙｃｌｅ／ｍｍであり、図１２
に示す表示輝度Ｌが高輝度１０００ｃｄ／ｍ２である視角感度の場合の矩形波入力時のコ
ントラスト変化を示す表示画像及び波形のグラフであり、図１４（Ｃ）及び（Ｄ）は、空
間周波数ｕが２ｃｙｃｌｅ／ｍｍであり、図１２に示す表示輝度Ｌが低輝度５００ｃｄ／
ｍ２である視角感度の場合の矩形波入力時のコントラスト変化を示す表示画像及び波形の
グラフである。
【００７３】
　図１２に示す表示輝度別視覚感度のグラフから分かるように、空間周波数ｕが２ｃｙｃ
ｌｅ／ｍｍでは、表示輝度Ｌが高輝度１０００ｃｄ／ｍ２の場合の視角感度は、約０．８
０であり、高い値を示すため、コントラストが高く、矩形波の振幅も大きく、縞の白黒を
識別できる。一方、この時の低輝度５００ｃｄ／ｍ２の場合の視角感度は、約０．６０で
あり、比較的高い値を示すため、コントラストも比較的高く、矩形波の振幅も比較的大き
く、縞の白黒を識別できるが、高輝度１０００ｃｄ／ｍ２の場合に比べると、矩形波の振
幅は小さく、コントラストは低く、縞の白黒の差の明確性は劣ると言える。
　なお、空間周波数ｕが１ｃｙｃｌｅ／ｍｍの場合に比べると、高輝度及び低輝度のいず
れの場合も、少しだが、矩形波の振幅は小さく、コントラストは低く、縞の白黒の差の明
確性は劣ると言える。
　しかしながら、高輝度及び低輝度のいずれの場合も、表示画像の視認性は高いものと言
える。
【００７４】
　一方、図１５（Ａ）及び（Ｂ）は、空間周波数ｕが５ｃｙｃｌｅ／ｍｍであり、図１２
に示す表示輝度Ｌが高輝度１０００ｃｄ／ｍ２である視角感度の場合の矩形波入力時のコ
ントラスト変化を示す表示画像及び波形のグラフであり、図１５（Ｃ）及び（Ｄ）は、空
間周波数ｕが５ｃｙｃｌｅ／ｍｍであり、図１２に示す表示輝度Ｌが低輝度５００ｃｄ／
ｍ２である視角感度の場合の矩形波入力時のコントラスト変化を示す表示画像及び波形の
グラフである。
【００７５】
　図１２に示す表示輝度別視覚感度のグラフから分かるように、空間周波数ｕが５ｃｙｃ
ｌｅ／ｍｍでは、表示輝度Ｌが高輝度１０００ｃｄ／ｍ２の場合の視角感度は、約０．０
７であり、低輝度５００ｃｄ／ｍ２の場合の視角感度は、約０．０５であり、共に、非常
に低い値を示すため、両者とも、矩形波の振幅は極めて小さく、コントラストの低下が激
しく、縞自体を識別できない。したがって、表示画像の視認性が極めて劣化していること
が分かる。
　以上から、空間周波数ｕが５ｃｙｃｌｅ／ｍｍの場合には、高輝度及び低輝度のいずれ
の場合も、矩形波の振幅は極めて小さく、コントラストの低下が激しく、縞自体を識別で
きず、表示画像の視認性の劣化が激しいが、これに対し、１ｃｙｃｌｅ／ｍｍ及び２ｃｙ
ｃｌｅ／ｍｍの場合には、高輝度及び低輝度のいずれの場合も、コントラストが高く、矩
形波の振幅も大きく、縞の白黒を識別でき、表示画像の視認性は高いものと言えることが
分かる。
【００７６】
　以上から、本発明の透過型表示装置においては、これらのコントラスト変化に基づき、
入力画像を補正することで、観察者、例えば、ユーザにコントラストの観点で最適化する
ことができる。例えば、観察者が車に乗った際、最適条件を自分で設定しておけば、後は
自動的にそのコントラストが維持される。
　本発明においては、表示画像全体に、このような補正処理を行ってもよいし、例えば緊
急車両、又は標識等のみにこれらの処理を加えてもよい。
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　本実施例ではＲＧＢ表示画像のＧチャネルの表示のみを例示したが、ＸＹＺ視感度を考
慮してＲＧＢそれぞれに最適な補正を行うのが望ましい。本実施例は、輝度をパラメータ
として最適表示を実現しているが、照度、明度によっても同様の最適化が可能であること
は自明である。
【００７７】
　本発明の透過型表示装置においては、最適なコントラスト表示のための画像補正を行っ
ている点で、特許文献１に記載の従来技術等と相違する。
　このため、環境、状況、又は外的要因等に応じて表示デバイスの表示面に視認性に優れ
たコントラストの高い画像及びコンテンツを表示させることができる。
【００７８】
　以上に、本発明に係る透過型表示装置について種々の実施形態及び実施例を挙げて説明
したが、本発明は、上述の実施形態及び実施例に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない
かぎり、種々の改良や設計の変更を行っても良いことはもちろんである。
【符号の説明】
【００７９】
１０、１１　透過型表示装置
１２　投影ユニット
１４　表示面部材
１４ａ　表示面
１５、３０　表示輝度取得部
１６　背面環境光取得センサ
１７　反射輝度取得部
１８　観察距離取得センサ
２０　環境光取得センサ
２２　画像処理ユニット
２４　入力ユニット
２６　観察者
２８　表示ユニット
３２　算出部
３４　目標比較部
３６　画像処理部
３８　メモリ
４０　画像入力部
４２　入力操作部
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